
「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を

定める条例」の制定に伴う基準（案） 

参酌，従うべき，標準，その他の基準 笠間市の対応 
改定案の

条文 

指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営

に関する基準 

笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及

び運営に関する基準を定める条例 

 

（基本方針） 

第１３０条 指定地域密着型サービスに該当する地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（以下

「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護」という。）の事業を行う地域密着型介護老人福

祉施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」

という。）は，地域密着型施設サービス計画（法第

８条第２１項に規定する地域密着型施設サービス

計画をいう。以下同じ。）に基づき，可能な限り，

居宅における生活への復帰を念頭に置いて，入浴，

排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社会生活上

の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓

練，健康管理及び療養上の世話を行うことにより，

入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようにすることを目指すもの

でなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の意

思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立って指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

提供するように努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設 

は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地 

域や家庭との結び付きを重視した運 

営を行い，市町村，居宅介護支援事業 

者，居宅サービス事業者，地域密着型 

サービス事業者，他の介護保険施設そ 

の他の保健医療サービス又は福祉サ 

ービスを提供する者との密接な連携 

に努めなければならない。 

（基本方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （条項追加） 

法第７８条の２第１項の規定により条例で定める定

員は、２９人以下といたします。 

 



（従業者の員数） 

第１３１条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置

くべき従業者の員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指

導を行うために必要な数 

 (2) 生活相談員 １以上 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下

この章において「看護職員」という。） 

イ 介護職員及び看護職員の総数は，常勤換算

方法で，入所者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上とすること。 

ロ 看護職員の数は，１以上とすること。 

 (4) 栄養士 １以上 

(5) 機能訓練指導員 １以上 

(6) 介護支援専門員 １以上 

２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。た

だし，新規に指定を受ける場合は，推定数による。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，専

ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に

従事する者でなければならない。ただし，指定地域

密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設（第１５８条に規定するユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を除く。以下この条におい

て同じ。）及びユニット型指定介護老人福祉施設（指

定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する

基準（平成１１年厚生労働省令第３９号）第３８条

に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をい

う。）を併設する場合又は指定地域密着型介護老人

福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設を併設する場合の介護職員及び看護職員

（第１６７条第２項の規定に基づき配置される看

護職員に限る。）を除き，入所者の処遇に支障がな

い場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテライト型

居住施設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設，介

護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって

当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この

章において「本体施設」という。）との密接な連携

を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営される

（従業者の員数） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については，本体施設の医師により当

該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適

切に行われると認められるときは，これを置かない

ことができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員は，常勤の者でなけれ

ばならない。ただし，サテライト型居住施設にあっ

ては，常勤換算方法で１以上とする。 

６ 第１項第３号の介護職員のうち，１人以上は，常

勤の者でなければならない。 

７ 第１項第３号の看護職員のうち，１人以上は，常

勤の者でなければならない。ただし，サテライト型

居住施設にあっては，常勤換算方法で１以上とす

る。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず，サテライト型居住施設の生活相談

員，栄養士，機能訓練指導員又は介護支援専門員に

ついては，次に掲げる本体施設の場合には，次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員によ

り当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは，これを置かない

ことができる。 

(1) 指定介護老人福祉施設 栄養士，機能訓練指

導員又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員，栄養士，理

学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門

員 

(3) 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場

合に限る。）又は介護支援専門員（指定介護療養

型医療施設の場合に限る。） 

９ 第１項第５号の機能訓練指導員は，日常生活を営

むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止す

るための訓練を行う能力を有すると認められる者

でなければならない。 

10 第１項第５号の機能訓練指導員は，当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事するこ

とができる。 

11 第１項第６号の介護支援専門員は，専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。ただし，

入所者の処遇に支障がない場合は，当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の他の職務に従事すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ができる。 

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入

所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等基

準第１２９条第１項に規定する指定介護予防短期

入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護

事業所等」という。）が併設される場合においては，

当該指定短期入所生活介護事業所等の医師につい

ては，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師

により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用

者の健康管理が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介

護事業所（指定居宅サービス等基準第９３条第１項

に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）

若しくは指定介護予防サービス等基準第９７条第

１項に規定する指定介護予防通所介護事業所，指定

短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症

対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定

地域密着型介護予防サービス基準第５条第１項に

規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所が併設される場合において

は，当該併設される事業所の生活相談員，栄養士又

は機能訓練指導員については，当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の生活相談員，栄養士又は機能訓

練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは，これを置かないこ

とができる。 

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される

指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は，当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同

数を上限とする。 

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス

事業所が併設される場合においては，当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員につい

ては，当該併設される指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援

専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の利用者の処遇が適切に行われると認められる

ときは，これを置かないことができる。 

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



多機能型居宅介護事業所，指定複合型サービス事業

所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第４

４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」という。）が併設される場合におい

ては，当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各

項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置

くほか，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等

に第６３条若しくは第１７１条又は指定地域密着

型介護予防サービス基準第４４条に定める人員に

関する基準を満たす従業者が置かれているときは，

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務

に従事することができる。 

 

 

 

 

（設備） 

第１３２条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設

備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

イ 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，

入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供上必要と認められる場

合は，２人とすることができる。 

ロ 入所者１人当たりの床面積は，１０．６５平

方メートル以上とすること。 

ハ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 (2) 静養室 

介護職員室又は看護職員室に近接して設ける

こと。 

 (3) 浴室 

要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

 (4) 洗面設備 

  イ 居室のある階ごとに設けること。 

  ロ 要介護者が使用するのに適したものとする

こと。 

 (5) 便所 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設ける

こと。 

ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとと

もに，要介護者が使用するのに適したものとす

ること。 

（設備） 

所得の少ない利用者を考慮し，また県条例で定める指

定介護老人福祉施設との整合性を図り，多床室の整備

を可能とするために，条件を満たす場合は居室の定員

を２人以上４人以下とします。 

 

 



 (6) 医務室 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とす

ることとし，入所者を診療するために必要な医

薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて

臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設

が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居

住施設については医務室を必要とせず，入所者

を診療するために必要な医薬品及び医療機器を

備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設け

ることで足りるものとする。 

(7) 食堂及び機能訓練室 

イ それぞれ必要な広さを有するものとし，そ

の合計した面積は，３平方メートルに入所定

員を乗じて得た面積以上とすること。ただ

し，食事の提供又は機能訓練を行う場合にお

いて，当該食事の提供又は機能訓練に支障が

ない広さを確保することができるときは，同

一の場所とすることができる。 

ロ 必要な備品を備えること。 

 (8) 廊下幅 

   １．５メートル以上とすること。ただし，中廊

下の幅は，１．８メートル以上とすること。なお，

廊下の一部の幅を拡張すること等により，入所

者，従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認

められるときは，これによらないことができる。

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けること。 

２ 前項各号に掲げる設備は，専ら当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の用に供するものでなければ

ならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合

は，この限りでない。 

  

（サービス提供困難時の対応） 

第１３３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所

申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困

難である場合は，適切な病院若しくは診療所又は介

護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（入退所） 

第１３４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身

体上又は精神上著しい障害があるために常時の介 

（入退所） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



護を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けるこ

とが困難な者に対し，指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護を提供するものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者

の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を

超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し，指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められ

る入所申込者を優先的に入所させるよう努めなけ

ればならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者

の入所に際しては，その者に係る指定居宅介護支援

事業者に対する照会等により，その者の心身の状

況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等の利用状況

等の把握に努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の心

身の状況，その置かれている環境等に照らし，その

者が居宅において日常生活を営むことができるか

どうかについて定期的に検討しなければならない。

５ 前項の検討に当たっては，生活相談員，介護職員，

看護職員，介護支援専門員等の従業者の間で協議し

なければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，その心身の

状況，その置かれている環境等に照らし，居宅にお

いて日常生活を営むことができると認められる入

所者に対し，その者及びその家族の希望，その者が

退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その

者の円滑な退所のために必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の退

所に際しては，居宅サービス計画の作成等の援助に

資するため，指定居宅介護支援事業者に対する情報

の提供に努めるほか，保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

  

（サービスの提供の記録） 

第１３５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所に際しては入所の年月日並びに入所している介

護保険施設の種類及び名称を，退所に際しては退所

の年月日を，当該者の被保険者証に記載しなければ

ならない。 

（サービスの提供の記録） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した

際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録

しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１３６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，法

定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には，

入所者から利用料の一部として，当該指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密

着型介護サービス費用基準額（介護保険法施行法

（平成９年法律第１２４号。以下「施行法」という。）

第１３条第３項に規定する要介護旧措置入所者に

あっては，当該指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について同項 に規定する厚生労働大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が

現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護に要した費用の額を超えるときは，当該現

に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護に要した費用の額とする。）とする。次項並びに

第１６１条第１項及び第２項において同じ。）から

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われ

る地域密着型介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，法定代理受

領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者か

ら支払を受ける利用料の額と，地域密着型介護サー

ビス費用基準額との間に，不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前二項の支

払を受ける額のほか，次に掲げる費用の額の支払を

受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第

１項の規定により特定入所者介護サービス費が

入所者に支給された場合は，同条第２項第１号に

規定する食費の基準費用額（特定要介護旧措置入

所者（施行法第１３条第５項に規定する特定要介

護旧措置入所者をいう。以下同じ。）にあっては，

同項第１号に規定する食費の特定基準費用額。第

１６１条第３項第１号において同じ。）（法第５１

（利用料等の受領） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



条の３第４項の規定により当該特定入所者介護

サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着

型介護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第

２項第１号に規定する食費の負担限度額（特定要

介護旧措置入所者にあっては，施行法第１３条第

５項第１号に規定する食費の特定負担限度額。第

１６１条第３項第１号において同じ。））を限度と

する。） 

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の

規定により特定入所者介護サービス費が入所者

に支給された場合は，同条第２項第２号に規定す

る居住費の基準費用額（特定要介護旧措置入所者

にあっては，施行法第１３条第５項第２号に規定

する居住費の特定基準費用額。第１６１条第３項

第２号において同じ。）（法第５１条の３第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入

所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉

施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規

定する居住費の負担限度額（特定要介護旧措置入

所者にあっては，施行法第１３条第５項第２号に

規定する居住費の特定負担限度額。第１６１条第

３項第２号において同じ。））を限度とする。） 

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が

選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が

選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護において提供

される便宜のうち，日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって，その入所者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用につい

ては，別に厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，第３項各号

に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては，あらかじめ，入所者又はその家族に対し，当

該サービスの内容及び費用を記した文書を交付し

  



て説明を行い，入所者の同意を得なければならな

い。ただし，同項第１号から第４号までに掲げる費

用に係る同意については，文書によるものとする。

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の取扱方針） 

第１３７条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，地

域密着型施設サービス計画に基づき，入所者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者

の心身の状況等に応じて，その者の処遇を妥当適切

に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護は，地域密着型施設サービス計画に基づき，漫然

かつ画一的なものとならないよう配慮して行われ

なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項につ

いて，理解しやすいように説明を行わなければなら

ない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当

たっては，当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，

身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の身体

的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，自らその提

供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなけ

ればならない。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の取扱方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（地域密着型施設サービス計画の作成） 

第１３８条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管

理者は，介護支援専門員に地域密着型施設サービス

計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

２ 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担

当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専

門員」という。）は，地域密着型施設サービス計画

の作成に当たっては，入所者の日常生活全般を支援

（地域密着型施設サービス計画の作成） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



する観点から，当該地域の住民による自発的な活動

によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設

サービス計画上に位置付けるよう努めなければな

らない。 

３ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サー

ビス計画の作成に当たっては，適切な方法により，

入所者について，その有する能力，その置かれてい

る環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題

点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題

を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決

すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては，入所者及びその家族に面接して行わ

なければならない。この場合にお 

いて，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入

所者及びその家族に対して十分に説明し，理解を得

なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望及び入

所者についてのアセスメントの結果に基づき，入所

者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の

生活に対する意向，総合的な援助の方針，生活全般

の解決すべき課題，指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の目標及びその達成時期，指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容，

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を提供する上での留意事項等を記載した地域密着

型施設サービス計画の原案を作成しなければなら

ない。 

６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議

（入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を召集して行

う会議をいう。以下この章において同じ。）の開催，

担当者に対する照会等により，当該地域密着型施設

サービス計画の原案の内容について，担当者から，

専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サー

ビス計画の原案の内容について入所者又はその家

族に対して説明し，文書により入所者の同意を得な

ければならない。 

  



８ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サー

ビス計画を作成した際には，当該地域密着型施設サ

ービス計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サー

ビス計画の作成後，地域密着型施設サービス計画の

実施状況の把握（入所者についての継続的なアセス

メントを含む。）を行い，必要に応じて地域密着型

施設サービス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施

状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当

たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連

絡を継続的に行うこととし，特段の事情のない限

り，次に定めるところにより行わなければならな

い。 

 (1) 定期的に入所者に面接すること。 

 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録するこ

と。 

11 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合にお

いては，サービス担当者会議の開催，担当者に対す

る照会等により，地域密着型施設サービス計画の変

更の必要性について，担当者から，専門的な見地か

らの意見を求めるものとする。 

(1) 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護

更新認定を受けた場合 

 (2) 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護

状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は，第九項に規定す

る地域密着型施設サービス計画の変更について準

用する。 

（介護） 

第１３９条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生

活の充実に資するよう，入所者の心身の状況に応じ

て，適切な技術をもって行われなければならない。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，一週間に２

回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，又

は清しき 

しなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対

し，その心身の状況に応じて，適切な方法により，

排せつの自立について必要な援助を行わなければ

ならない。 

（介護） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使

用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替

えなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥瘡が発生

しないよう適切な介護を行うとともに，その発生を

予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対

し，前各項に規定するもののほか，離床，着替え，

整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時１人以

上の介護職員を介護に従事させなければならない。

８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対

し，その負担により，当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせ

てはならない。 

  

（食事） 

第１４０条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄

養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した

食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が可

能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支援し

なければならない。 

（食事） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（相談及び援助） 

第１４１条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常

に入所者の心身の状況，その置かれている環境等の

的確な把握に努め，入所者又はその家族に対 

し，その相談に適切に応じるとともに，必要な助言

その他の援助を行わなければならない。 

（相談及び援助） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１４２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，教

養娯楽設備等を備える 

ほか，適宜入所者のためのレクリエーション行事を

行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が日

常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続

について，その者又はその家族において行うことが

困難である場合は，その者の同意を得て，代わって

行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者

の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族

（社会生活上の便宜の提供等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



との交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の外

出の機会を確保するよう努めなければならない。 

  

（機能訓練） 

第１４３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生活

を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防

止するための訓練を行わなければならない。 

（機能訓練） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（健康管理） 

第１４４条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医

師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採

らなければならない。 

（健康管理） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第１４５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所者について，病院又は診療所に入院する必要が生

じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院

することが明らかに見込まれるときは，その者及び

その家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便

宜を供与するとともに，やむを得ない事情がある場

合を除き，退院後再び当該指定地域密着型介護老人

福祉施設に円滑に入所することができるようにし

なければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（管理者による管理） 

第１４６条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管

理者は，専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設

の職務に従事する常勤の者でなければならない。た

だし，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋

上支障がない場合は，同一敷地内にある他の事業

所，施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又

は診療所の場合は，管理者としての職務を除く。）

に従事することができる。 

（管理者による管理） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第１４７条 計画担当介護支援専門員は，第１３８条

に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うもの

とする。 

(1) 入所申込者の入所に際し，その者に係る指定

居宅介護支援事業者に対する照会等により，その

者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービ

ス等の利用状況等を把握すること。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



(2) 入所者の心身の状況，その置かれている環境

等に照らし，その者が居宅において日常生活を営

むことができるかどうかについて定期的に検討

すること。 

(3) その心身の状況，その置かれている環境等に

照らし，居宅において日常生活を営むことができ

ると認められる入所者に対し，その者及びその家

族の希望，その者が退所後に置かれることとなる

環境等を勘案し，その者の円滑な退所のために必

要な援助を行うこと。 

(4) 入所者の退所に際し，居宅サービス計画の作

成等の援助に資するため，指定居宅介護支援事業

者に対して情報を提供するほか，保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携

すること。 

(5) 第１３７条第５項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間，その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録すること。 

(6) 第１５７条において準用する第３７条第２項

に規定する苦情の内容等を記録すること。 

(7) 第１５５条第３項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置について記録すること。

  

（運営規程） 

第１４８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，次

に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

 (1) 施設の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

 (3) 入所定員 

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の

費用の額 

 (5) 施設の利用に当たっての留意事項 

 (6) 非常災害対策 

(7) その他施設の運営に関する重要事項 

（運営規程） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（勤務体制の確保等） 

第１４９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所者に対し，適切な指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を提供することができるよう，従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

（勤務体制の確保等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提

供しなければならない。ただし，入所者の処遇に直

接影響を及ぼさない業務については，この限りでな

い。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者に対

し，その資質の向上のための研修の機会を確保しな

ければならない。 

  

（定員の遵守） 

第１５０条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所定員及び居室の定員を超えて入所させてはなら

ない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は，この限りでない。 

（定員の遵守） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（衛生管理等） 

第１５１条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供す

る水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必

要な措置を講ずるとともに，医薬品及び医療機器の

管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，当該指定地

域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食

中毒が発生し，又はまん延しないように，次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におけ

る感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会をおおむね３月に

１回以上開催するとともに，その結果について，

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におけ

る感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て，介護職員その他の従業者に対し，感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

(4) 前三号に掲げるもののほか，別に厚生労働大

臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対

処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（衛生管理等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（協力病院等） 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

（協力病院等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



院治療を必要とする入所者のために，あらかじめ，

協力病院を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，あらかじ

め，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばならない。 

  

（秘密保持等） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従

業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者であ

った者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う，必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定居宅介

護支援事業者等に対して，入所者に関する情報を提

供する際には，あらかじめ文書により入所者の同意

を得ておかなければならない。 

（秘密保持等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指

定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，要介

護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施

設を紹介することの対償として，金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定居宅介

護支援事業者又はその従業者から，当該指定地域密

着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介するこ

との対償として，金品その他の財産上の利益を収受

してはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１５５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，事

故の発生又はその再発を防止するため，次の各号に

定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する

報告の方法等が記載された事故発生の防止のた

めの指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性が

ある事態が生じた場合に，当該事実が報告され，

その分析を通した改善策について，従業者に周知

徹底を図る体制を整備すること。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対

する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供により事故が発生した場合は，速やかに

市町村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必

要な措置を講じなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の事故

の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対

する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（記録の整備） 

第１５６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従

業者，設備及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対

する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，その完結の日から２年間保存しなければならな

い。 

 (1) 地域密着型施設サービス計画 

 (2) 第１３５条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(3) 第１３７条第５項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間，その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

 (4) 次条において準用する第３条の２６に規定す

る市町村への通知に係る記録 

 (5) 次条において準用する第３条の３６第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

 (6) 前条第３項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

（記録の整備） 

介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であるため，記

録を５年間保存とします。 

 

（準用） 

第１５７条 第３条の７，第３条の８，第３条の１０，

第３条の１１，第３条の２０，第３条の２６，第３

条の３２，第３条の３４，第３条の３６，第３条の

３９，第５３条，第５７条，第８５条第１項から第

４項までの規定は，指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において，第３条の

（準用） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７第１項中「第３条の２９に規定する運営規程」と

あるのは「第１４８条に規定する重要事項に関する

規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と，第３条の１１第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供の開始に際し，」とあるのは「入所の際に」と，

同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めると

きは，要介護認定」とあるのは「要介護認定」と，

第３条の３２中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と，第５３条第２

項中「この節」とあるのは「第７章第４節」と，第

８５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」

と，「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替える

ものとする。 

  

（この節の趣旨） 

第１５８条 第１節，第３節及び前節の規定にかかわ

らず，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

（施設の全部において少数の居室及び当該居室に

近接して設けられる共同生活室（当該居室の入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所をい

う。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以

下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活

が営まれ，これに対する支援が行われる指定地域密

着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の基本

方針並びに設備及び運営に関する基準については，

この節に定めるところによる。 

（この節の趣旨） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（基本方針） 

第１５９条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，入居者一人一人の意思及び人格を尊重

し，地域密着型施設サービス計画に基づき，その居

宅における生活への復帰を念頭に置いて，入居前の

居宅における生活と入居後の生活が連続したもの

となるよう配慮しながら，各ユニットにおいて入居

者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を

営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い，市

（基本方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，

地域密着型サービス事業者，介護保険施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

  

（設備） 

第１６０条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

イ 居室 

(ｲ) 一の居室の定員は，１人とすること。

ただし，入居者への指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供上必要

と認められる場合は，２人とすることがで

きる。 

（ﾛ） 居室は，いずれかのユニットに属す

るものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。ただし，一

のユニットの入居定員は，おおむね１０人

以下としなければならない。 

（ﾊ） 一の居室の床面積等は，次のいずれ

かを満たすこと。 

(ⅰ) １０．６５平方メートル以上とす

ること。ただし，(ｲ) ただし書の場合

にあっては，２１．３平方メートル以

上とすること。 

(ⅱ) ユニットに属さない居室を改修

したものについては，入居者同士の視

線の遮断の確保を前提にした上で，居

室を隔てる壁について，天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支え

ない。 

（ﾆ） ブザー又はこれに代わる設備を設け

ること。 

ロ 共同生活室 

（ｲ） 共同生活室は，いずれかのユニット

に属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場

所としてふさわしい形状を有すること 

（ﾛ） 一の共同生活室の床面積は，２平方

メートルに当該共同生活室が属するユニ 

（設備） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



ットの入居定員を乗じて得た面積以上を

標準とすること。 

（ﾊ） 必要な設備及び備品を備えること。

ハ 洗面設備 

（ｲ） 居室ごとに設けるか，又は共同生活

室ごとに適当数設けること。 

（ﾛ） 要介護者が使用するのに適したもの

とすること。 

ニ 便所 

（ｲ） 居室ごとに設けるか，又は共同生活

室ごとに適当数設けること。 

（ﾛ） ブザー又はこれに代わる設備を設け

るとともに，要介護者が使用するのに適し

たものとすること。 

(2) 浴室 

要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

 (3) 医務室 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所と

することとし，入居者を診療するために必要な

医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じ

て臨床検査設備を設けること。ただし，本体施

設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型

居住施設については医務室を必要とせず，入居

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器

を備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設

けることで足りるものとする。 

 (4) 廊下幅 

   １．５メートル以上とすること。ただし，中廊

下の幅は，１．８メートル以上とすること。なお，

廊下の一部の幅を拡張すること等により，入居

者，従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認

められるときは，これによらないことができる。

 (5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けること。 

２ 前項第２号から第５号までに掲げる設備は，専ら

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の用に供するものでなければならない。ただし，入

居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供に支障がない場合は，この限り

でない。 

  



（利用料等の受領） 

第１６１条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，法定代理受領サービスに該当する指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供

した際には，入居者から利用料の一部として，地域

密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる

地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際

に入居者から支払を受ける利用料の額と，地域密着

型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

前二項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の

額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第

１項の規定により特定入所者介護サービス費が

入居者に支給された場合は，同条第２項第１号に

規定する食費の基準費用額（同条第４項の規定に

より当該特定入所者介護サービス費が入居者に

代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第１号

に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の

規定により特定入所者介護サービス費が入居者

に支給された場合は，同条第２項第２号に規定す

る居住費の基準費用額（同条第４項の規定により

当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わ

り当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規

定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が

選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が

選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

(5) 理美容代 

（利用料等の受領） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



(6) 前各号に掲げるもののほか，指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護において提供

される便宜のうち，日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって，その入居者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用につい

ては，別に厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては，あらかじめ，入居者又はその家族

に対し，当該サービスの内容及び費用を記した文書

を交付して説明を行い，入居者の同意を得なければ

ならない。ただし，同項第１号から第４号までに掲

げる費用に係る同意については，文書によるものと

する。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の取扱方針） 

第１６２条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護は，入居者が，その有する能力に応じて，

自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日

常生活を営むことができるようにするため，地域密

着型施設サービス計画に基づき，入居者の日常生活

上の活動について必要な援助を行うことにより，入

居者の日常生活を支援するものとして行われなけ

ればならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護は，各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割

を持って生活を営むことができるよう配慮して行

われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護は，入居者のプライバシーの確保に配慮して行わ

れなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護は，入居者の自立した生活を支援することを基本

として，入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，その者の心身の状況等を常に把握し

ながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

従業者は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の提供に当たって，入居者又はその家族に

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の取扱方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



対し，サービスの提供方法等について，理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の提供に当たっては，当該入居者又は他の入居者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善

を図らなければならない。 

  

（介護） 

第１６３条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相

互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むこ

とを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，

適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者の日常生活における家事を，入居者が，その

心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行

うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者が身体の清潔を維持し，精神的に快適な生活

を営むことができるよう，適切な方法により，入居

者に入浴の機会を提供しなければならない。ただ

し，やむを得ない場合には，清しきを行うことをも

って入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者の心身の状況に応じて，適切な方法により，

排せつの自立について必要な支援を行わなければ

ならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

おむつを使用せざるを得ない入居者については，排

せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替

えなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，

その発生を予防するための体制を整備しなければ 

（介護） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



ならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

前各項に規定するもののほか，入居者が行う離床，

着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援し

なければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

常時１人以上の介護職員を介護に従事させなけれ

ばならない。 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者に対し，その負担により，当該ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者

による介護を受けさせてはならない。 

  

（食事） 

第１６４条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好

を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者の心身の状況に応じて，適切な方法により，

食事の自立について必要な支援を行わなければな

らない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を

提供するとともに，入居者がその心身の状況に応じ

てできる限り自立して食事を摂ることができるよ

う必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者が相互に社会的関係を築くことができるよ

う，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室 

で食事を摂ることを支援しなければならない。 

（食事） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１６５条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，入居者の嗜好に応じた趣味，教養又は娯

楽に係る活動の機会を提供するとともに，入居者が

自律的に行うこれらの活動を支援しなければならな

い。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対

する手続について，その者又はその家族が行うこと

が困難である場合は，その者の同意を得て，代わっ

て行わなければならない 

（社会生活上の便宜の提供等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

常に入居者の家族との連携を図るとともに，入居者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努め

なければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

入居者の外出の機会を確保するよう努めなければ

ならない。 

  

（運営規程） 

第１６６条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

 (1) 施設の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

 (3) 入居定員 

 (4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の

費用の額 

 (6) 施設の利用に当たっての留意事項 

 (7) 非常災害対策 

(8) その他施設の運営に関する重要事項 

（運営規程） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（勤務体制の確保等） 

第１６７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，入居者に対し，適切な指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を提供することが

できるよう，従業者の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は，入居者が安心して日常生活を送ることができる

よう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する

観点から，次の各号に定める職員配置を行わなけれ

ばならない。 

 (1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以

上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに

１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深

夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

 (3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを

配置すること。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 

（勤務体制の確保等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 



の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を提供しなければならない。ただ

し，入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない

業務については，この限りでない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，

従業者に対し，その資質の向上のための研修の機会

を確保しなければならない。 

  

（定員の遵守） 

第１６８条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は，ユニットごとの入居定員及び居室の定員

を超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限

りでない。 

（定員の遵守） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（準用） 

第１６９条 第３条の７，第３条の８，第３条の１０，

第３条の１１，第３条の２０，第３条の２６，第３

条の３２，第３条の３４，第３条の３６，第３条の

３９，第５３条，第５７条，第８５条第１項から第

４項まで，第１３３条から第１３５条まで，第１３

８条，第１４１条，第１４３条から第１４７条まで

及び第１５１条から第１５６条までの規定は，ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において，第３条の７第１項中

「第３条の２９に規定する運営規程」とあるのは

「第１６６条に規定する重要事項に関する規程」

と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と，第３条の１１第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始

に際し，」とあるのは「入居の際に」と，同条第２

項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは，要介

護認定」とあるのは「要介護認定」と，第３条の３

２中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と，第５３条第２項中「この

節」とあるのは「第７章第５節」と，第８５条第１

項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有す

る者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と，「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」とあるのは「活動状況」と，第１４７条中「第

（準用） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



１３８条」とあるのは「第１６９条において準用す

る第１３８条」と，同条第５号中「第１３７条第５

項」とあるのは「第１６２条第７項」と，同条第６

号中「第１５７条」とあるのは「第１６９条」と，

同条第７号中「第１５５条第３項」とあるのは「第

１６９条において準用する第１５５条第３項」と，

第１５６条第２項第２号中「第１３５条第２項」と

あるのは「第１６９条において準用する第１３５条

第２項」と，同項第３号中「第１３７条第５項」と

あるのは「第１６２条第７項」と，同項第４号及び

第５号中「次条」とあるのは「第１６９条」と，同

項第６号中「前条第３項」とあるのは「第１６９条

において準用する前条第３項」と読み替えるものと

する。 

  

 


